
東北農政局業務成績評定要領
（ ）目的
第１ 東北農政局業務成績評定要領は、東北農政局が所掌する調査、測量及び設計
に係る請負業務の適正かつ効率的な施工を確保し、業務に関する技術水準の向上
に資するとともに、請負業者の適正な選定資することを目的とする。

（ ）対象業務
第２ 対象業務は、東北農政局建設工事等契約事務取扱要領第３条第１項の ２ に（ ）
掲げる測量 建設コンサルタント等契約で１件の予定価格が１００万円を超える業・
務とする。

２ 評定は、次に掲げる業務の区分に応じて実施するものとする。
なお、対象業務が複数の業務にまたがる場合は、業務の目的、金額を勘案し、

原則として主たる業務の評定をもって当該業務の評定とみなすものとし、これら
の取り扱いは、評定を行う者の間で統一するものとする。
１ 地質調査、単純調査等業務、測量作業（ ）
２ 調査業務、計画業務（ ）
３ 設計業務（ ）

（ ）評定内容
「 」第３ 評定内容は、第２の対象業務毎の採点表における各評定項目の 評価の視点

を参考に、業務及び技術者についての評定を行う。

（ ）評定者
第４ 評定を行う者 以下 評定者 という は、次に掲げる者とする。（ 「 」 。）
１ 会計法第２９条の１１第１項、第２項、第４項及び第５項の規定に基づき、監（ ）
督又は検査を命ぜられた職員 以下、監督を命ぜられた職員にあっては 監督（ 「
」 「 」 。）職員 、検査を命ぜられた職員にあっては 検査職員 という

２ 当該業務を所掌する事業所、事務所、地方農政事務所 東北農政局会計事務取（ ） （
扱細則 昭和４７年７月１日付け４７北総第８１２号 経 第２条に規定する（ （ ））

。） （ 「 （ ） 」 。）事業所等をいう の長 以下 事業 務 所長 という
（ ） （ 「 」 。）３ 当該業務を担当する東北農政局各部所管課長 以下 所管課長 という

（ ）評定の方法
第５ 評定は、業務毎に独立して行うものとする。
２ 評定は、別添 評定の基準 に基づき、評定者毎に独立して的確かつ公正に行う「 」
ものとする。ただし、ひとつの業務の評定者となる監督職員及び検査職員がそれ
ぞれ２人以上の場合は、それらの者が協議の上、評定を行うものとする。

３ 業務成績評定の採点及び総合評定点の算出は、別表－１ 業務成績採点表 及び「 」
別表－２ 業務成績評定結果総括表 により行うものとする。「 」

４ 評定結果は、別紙様式第１ 業務成績評定表 に記録するものとする。「 」

（ ）評定の時期



第６ 評定の時期は、事業 務 所長及び監督職員は、業務が完了したとき、検査職（ ）
員は、検査を実施したときとする。

（ ）評定結果の提出
第７ 評定者は、支出負担行為担当官 代理官含む が契約した業務にあっては局長（ 。）
に、分任支出負担行為担当官 代理官含む 又は契約担当官 代理官含む が契約（ 。） （ 。）
した業務にあっては、当該業務を担当する事業 務 所長に、業務成績評定表を遅（ ）
滞なく提出するものとする。

２ 事業 務 所長は、前項の規定により受理した評定結果について、遅滞なく局長（ ）
へ報告するものとする。

（ ）評定結果の通知
（ ） 、 、第８ 局長又は事業 務 所長は 評定者から業務成績評定表の提出があったときは

当該業務の請負者に対して別紙様式第２ 業務成績評定通知書 により、評定結果「 」
を遅滞なく通知するものとする。

（ ）評定の修正
第９ 局長又は事業 務 所長は、第８の規定により評定結果を通知した後、かしの（ ）

、 、判明等により当該評定を修正する必要があると認めたときは 修正するものとし
修正した評定結果について当該業務の請負者に対し、遅滞なく通知するものとす
る。

（ ）評定内容の説明等
第１０ 第８及び第９による通知を受けた請負者は、通知を受けた日の翌日から
１０日 行政機関の休日に関する法律 昭和６３年法律第９１号 第１条に規定する（ （ ）
行政機関の休日 以下 休日 という を含まない 以内に、書面により、局長又は（ 「 」 。） 。）
事業 務 所長に対して、評定の内容について説明を求めることができるものとす（ ）
る。

２ 局長又は事業 務 所長は、前項の規定により評定の内容について説明を求めら（ ）
れた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して１０日 休日を含まない 以内（ 。）
に書面 以下 回答書 という により回答するものとする。（ 「 」 。）

３ 局長又は事業 務 所長は、前項の回答を行う場合には、第１２及び第１３に規（ ）
定する業務成績評定委員会に意見を求めることができるものとする。

４ 第１項及び第２項の事項については、第８及び第９の通知において明らかにす
るものとする。

（ ）苦情申立て
第１１ 局長又は事業 務 所長から回答の通知を受けた請負者は、回答書による説（ ）
明に不服がある場合は、回答を受けた日の翌日から起算して１０日 休日を含まな（
い 以内に、書面により当該局長又は事業 務 所長に対して、苦情を申立てるこ。） （ ）
とができるものとする。

（ ） 、 、 、２ 局長又は事業 務 所長は 前項による苦情の申立てがあったときは 速やかに
入札等監視委員会の設置及び運営について 平成６年５月３１日付け６経第９３「 」（
０号大臣官房経理課長通知。以下 入札等監視委員会通知 という により設置さ「 」 。）



れる入札等監視委員会 以下 入札等監視委員会 という に審議を依頼するものと（ 「 」 。）
する。なお、当該入札等監視委員会の審議に係る具体的な手続き及び苦情申立請
求書の様式等については、入札等監視委員会通知によるものとする。

３ 局長又は事業 務 所長は、申立者に対し、入札等監視委員会の審議の結果を踏（ ）
まえた上で、入札等監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して
１０日 休日を含まない 以内に、次によりその結果を回答するものとする。（ 。）
１ 苦情申立てが認められなかった場合には、申立てに根拠が認められないと判（ ）
断された理由を示してその旨を回答するものとする。

２ 申立てが認められた場合には、苦情申立てが認められた旨及びこれに伴い局（ ）
長又は事業 務 所長が講じようとする措置の概要を明らかにするものとす（ ）
る。

４ 局長又は事業 務 所長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適（ ）
格を欠くと認めるときは、その申立てを却下することができるものとする。

５ 局長又は事業 務 所長は、第１０の第２項の回答書において、苦情申立てがで（ ）
きる旨を明らかにするものとする。

（ ）東北農政局業務成績評定委員会
第１２ 局長が意見を求める東北農政局業務成績評定委員会の構成は、別表－３に
掲げるとおりとし、委員長が主宰するものとする。

（ ）事業所等業務成績評定委員会
第１３ 事業 務 所長が意見を求める事業所等業務成績評定委員会の構成は、別表（ ）
－４に掲げるとおりとし、委員長が主宰するものとする。

附則
この要領は、平成１５年４月１日から適用する。

附則
この要領は、平成１５年７月１日から施行する。

附則
この要領は、平成１９年４月１日から施行する。

附則
この要領は、平成２０年４月１日から施行する。



別表－３
東北農政局業務成績評定委員会
部 会 名 業 務 の 種 類 構 成 員
整備部会 支出負担行為担当官が契約する業務 ○委員長

のうち事業 務 所が担当する業務 整備部次長（ ）
○委 員
会計課長
設計課長
当該業務担当課長
当該業務担当職員
当該業務評定者

一般部会 支出負担行為担当官が契約する業務 ○委員長
のうち上記以外の業務 総務部次長

○委 員
会計課長
※厚生課長
当該業務担当課長
当該業務評定者

※は、農村計画部が発注する業務は農村振興課長とする。

別表－４
事業所等業務成績評定委員会

構成員
○委員長

次長
次長が二人置かれている場合は技術次長、次長が置かれていない場合は（

（ ） ）庶務 総務 課長

○委 員
庶務 総務 課長（ ）
当該業務担当課長
当該業務担当職員
当該業務評定者



別 添

評 定 の 基 準

１．監督職員及び検査職員の評定基準

、 、 「 」業務成績評定の採点にあたっては 当該業務の履行状況に応じ 別表－１ 業務成績採点表

（以下「採点表」という ）の各評定項目に従って、評価度を選択することにより評定を行う。

ものとする （必須評定項目の追加、削除、もしくは配点、重みの変更は行わない）。

２．事業（務）所長の評定基準

（1） 評定方法

事業（務）所長は、監督職員の評定主旨を十分に理解し尊重した上で、各評定項目につい

て直接関与した場合（程度は問わない）であって、監督職員が評定を行った各評定項目毎の

評価度と自らの評価度が異なる場合についてのみ、自らの評価度を選択することにより総合

的な評定を行う。

なお、自らが直接関与していない場合は、監督職員の評定結果と同様の評価度を選択する

ことにより評定を行う。

（2）事故等による減点

当該業務に関し、業務遂行中に請負者に起因する事故等が発生し、指名停止等の措置を行

なった場合には、当該業務の総合評定点（100点満点換算）に対して、表－１を参考として

－15点まで減点することができる。

表－１ 請負者に起因する事故等が発生した場合の減点基準

区分 文書注意 指名停止1ヶ月まで 指名停止が1ヶ月を
超える

減点基準 －５点 －１０点 －１５点

（3）かしの修補及び損害賠償による減点

成果物に、請負者の責任に起因するかしが存在し、契約図書に記された手続に従い、かし

の修補又は損害賠償が実施された場合には、当該業務の総合評点（100点満点換算）に対し

て、表－２を参考として－２０点まで減点することができる。

ただし、ここでいうかしの修補とは、軽微なミスの修正ではない大幅な修補をいう。

表－２ かしの修補又は損害賠償が実施された場合の減点基準

故意 重大な過失による又は
区分 かしの修補又は損害賠償の実施 かしの修補又は損害賠償の実施

減点基準 －１０点 －２０点



３ 「調査業務、計画業務」及び「単純調査等業務」について．

「調査業務、計画業務」は、広範かつ高度な専門的知識が要求される業務や高度な技術と豊

かな経験が要求される業務といった比較的難易度の高い業務に対応するものであるため、こ

れについては「調査業務、計画業務」の採点表を使用するものとする。

しかしながら、この採点表を使用するには及ばない、高度な技術力をそれほど必要としな

い単純なデータ処理業務や資料収集・単純調査業務等については、これらを「単純調査等業

」 、「 、 、 」 。務 と定義し 地質調査 単純調査等業務 測量作業 採点表を用いて評定するものとする

なお 「調査業務、計画業務」の内容及び「単純調査等業務」の対象業務については、以下、

に示す例を参考とされたい。

・ 調査業務」の内容「

調査業務とは、現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特別仕

様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。

、 、 、なお 同一の業務として 前項の調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても

これを調査業務とする。

・ 計画業務」の内容「

計画業務とは 「設計業務共通仕様書」第1-11条に定める貸与資料及び第2-1条に定める適、

用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。

なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これ

を計画業務とする。

・ 単純調査等業務」の例「

・単純なデータ収集・整理等に関する業務

・単純なデータ作成・処理等に関する業務

・書類編集、原稿整理等の業務

・文献、資料等の収集・分類に関する業務

・単純な図面集、写真集等の作成

・一般的な現地踏査、単純な計測、観測調査

・定期的なデータのメンテナンス、データ加工業務

・不等流計算等の計算業務（システム開発を除く）

・検討を要さない数量の算出等

・大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等調査・分析方法がJIS等で規定されている

測定業務

・現場技術業務における補助的な業務



４．技術者評定について

技術者評定は、以下の評定項目について、採点表に基づき５の重み付けを加味して行う。

５．総合評定点について

総合評定点を算出する際には、対象業務に応じて各評定項目毎に以下の重み付けを行う。

評 定 項 目 技術者評定

管理技術者 照査技術者

提案力・改善力 ◯ －

専門技術力 業務執行能力 ◯ －

施工面の知識 ◯ －

多様な視点 ◯ －

業務管理能力 ◯ －

管理技術力 品質管理能力 ◯ ◯

迅速性、弾力性 ◯ －

コミュニケーショ能力 説明力、協調性、プレゼンテーション ◯ －

取り組み姿勢 責任感、積極性、倫理観 ◯ －

◯ ◯成果物の品質

2 2 5 5 5 5
(5.9%) (5.9%) (11.1%) (11.1%) (8.8%) (8.8%)
2 2 5 5 5 5

(5.9%) (5.9%) (11.1%) (11.1%) (8.8%) (8.8%)
2 2

(3.5%) (3.5%)
5 5 10 10

(11.1%) (11.1%) (17.5%) (17.5%)
2 2 2 2 2 2

(5.9%) (5.9%) (4.4%) (4.4%) (3.5%) (3.5%)
5 5 1 5 5 1 10 10 1

(14.7%) (14.7%) (50.0%) (11.1%) (11.1%) (50.0%) (17.5%) (17.5%) (50.0%)
1 1 1 1 1 1

(2.9%) (2.9%) (2.2%) (2.2%) (1.8%) (1.8%)
1 1 1 1 1 1

(2.9%) (2.9%) (2.2%) (2.2%) (1.8%) (1.8%)
1 1 1 1 1 1

(2.9%) (2.9%) (2.2%) (2.2%) (1.8%) (1.8%)
20 20 1 20 20 1 20 20 1

(58.8%) (58.8%) (50.0%) (44.4%) (44.4%) (50.0%) (35.1%) (35.1%) (50.0%)
34 34 2 45 45 2 57 57 2

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

評定項目

合　　　計

提案力・改善力

業務執行能力

管理技術力

業務管理能力

品質管理能力

迅速性、弾力性

成果物の品質

取り組み姿勢 責任感、積極性、
倫理観 －

管理又は
主任

地質調査、単純調査等業
務、測量作業

照査
業務評定

技術者評定

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

コミュニケー
ション能力

説明力、協調性、
プレゼンテーション

専門技術力
施工面の知識

多様な視点

－

－

－

－

設計業務

業務評定
技術者評定

管理 照査

調査業務、計画業務

業務評定
技術者評定

管理 照査

－

－

－－

－ －
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